
証券コード　３７１９

平成29年３月15日

株 主 各 位
東京都千代田区神田錦町三丁目 1 7番地 1 1

株 式 会 社 ジ ェ ク シ ー ド
代表取締役 野 澤 　 裕

第53期定時株主総会招集ご通知

拝啓　日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

　さて、当社第53期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますの

で、ご出席下さいますようご通知申し上げます。

　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができ

ますので、後記の株主総会参考書類をご検討いただきまして、お手数ながら同封

の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、平成29年３月29日（水曜日）午後

５時30分までに到着するようご返送下さいますようお願い申し上げます。

敬　具

記

１．日 時 平成29年３月30日（木曜日）午前10時

２．場 所 東京都千代田区一ツ橋二丁目６番２号

日本教育会館　７階　707号会議室

（会場が昨年と異なっております。詳細は末尾の

会場ご案内図をご参照下さい。）

３．目 的 事 項

報 告 事 項 第53期（平成28年１月１日から平成28年12月31日まで）

事業報告及び計算書類報告の件

－ 1 －

株主各位



決 議 事 項

第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）３名選任の件

第２号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

以　上

　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出

下さいますようお願い申し上げます。

＜代理人による議決権行使のご案内＞

　代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方１名を

代理人として株主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面の

ご提出が必要となりますのでご了承下さい。

　なお、株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類に修正が生じた場合は、イ

ンターネット上の当社ウェブサイト（アドレス　http://www.gexeed.co.jp/）に

掲載させていただきます。
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（提供書面）

事　 業　 報　 告

（ 平成28年１月１日から
平成28年12月31日まで ）

１．会社の現況

(1) 当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果
当事業年度の売上高は712,947千円(前事業年度比0.4％減)となりました。営業損失は

57,111千円(前事業年度は営業利益25千円)、経常損失は60,511千円(前事業年度は経常損

失576千円)となり、ソフトウエア等の減損損失を特別損失として計上した結果、当期純

損失は68,195千円(前事業年度は3,579千円)となりました。

当社は、「ＥＲＰコンサルティング」「人事コンサルティング」「製品サービス」の

３つの分野を柱としてコンサルティング事業を行っております。各分野別の業績は次の

とおりであります。

イ．ＥＲＰコンサルティング

当社の主要事業領域である「ＥＲＰコンサルティング」の分野においては、オラクル

社のJD Edwardsの新規の大型案件、既存顧客における追加案件、また、バージョンアッ

プグレード案件が順調に推移いたしました。しかしながら、検収時期が翌年度に繰越さ

れた案件があり計上できる売上高が減少するとともに、外注費用やソフトウェアライセ

ンス販売が計画より大幅に増加し、売上総利益率が低下したために業績予想を下回る結

果となりました。新規取扱製品であるクラウドＥＲＰのNetSuiteに関連する案件の受注

が活発化してきました。既にＥＲＰを導入している企業を対象として、管理会計や事業

計画支援を提案するための準備を進めております。

ロ．人事コンサルティング

第２の事業の柱となる「人事コンサルティング」の分野においては、グローバルに事

業を展開する国内企業向けの人事コンサルティング支援が拡大しており、タレントマネ

ジメントの導入コンサルティングも順調に推移しております。今後もタレントマネジメ

ントの取扱製品を拡大し、営業活動を活発化してまいります。

ハ．製品サービス

将来の事業の柱としてビジネス開拓を進めている「製品サービス」の分野においては、

自社製のスケジュール同期ソフトウェアである「GX_Sync」の新規販売が増加傾向にあり

ます。販売数増加、販売地域拡大に対応するために販売代理店を拡大してまいります。

また、製品サービスにおける取扱製品を拡大するために、アライアンスパートナーの

開拓を進めております。
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ニ．その他

新規顧客やビジネスパートナーの開拓、海外企業の日本市場への参入を支援するコン

サルティングの案件の開拓のために、マーケティング活動を強化しました。ホームペー

ジの更改を行い、オンラインマーケティングによる集客の成果が得られております。

ホ．Ｍ＆Ａ

ＩＴ教育事業を展開する企業に対して買収の提案を行いましたが、該当企業の希望金

額が当社の手元資金を上回ったために残念ながら実を結びませんでした。引き続き、新

規事業領域を拡大するためのＭ＆Ａや当社とシナジー効果を発揮できるＩＴ関連企業と

のＭ＆Ａの検討を行ってまいります。

②　設備投資の状況

　当事業年度において実施いたしました主な設備投資はありません。

③　資金調達の状況
　当事業年度中に、金融機関より長期借入金として55,000千円の調達を行いました。

④　事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
該当事項はありません。

⑤　他の会社の事業の譲受けの状況
該当事項はありません。

⑥　吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継
の状況
　該当事項はありません。

⑦　他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得または処分の状況
該当事項はありません。
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(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況

区 分
第50期

(平成25年12月期)

第51期

(平成26年12月期)

第52期

(平成27年12月期)

第53期

(当事業年度)

(平成28年12月期)

売 上 高 (千円) 1,113,505 682,759 715,968 712,947

当期純損失(△) (千円) △173,780 △109,510 △3,579 △68,195

１ 株 当 た り
当期純損失(△)

(円) △16.83 △8.61 △0.24 △4.55

総 資 産 (千円) 470,888 474,881 480,475 383,595

純 資 産 (千円) 155,969 257,221 282,864 213,981

１ 株 当 た り
純 資 産 額

(円) 12.28 17.39 18.81 14.26

(3) 重要な親会社及び子会社の状況

①　親会社の状況
          該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況
　該当事項はありません。

　なお、株式会社インビットは当企業集団の財政状態及び経営成績の状況に関する合理

的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして連結の範囲から除外しております。

(4) 対処すべき課題
　将来にわたって安定的に事業活動を継続するための施策として以下の実現が課題で

あります。

（a）財務体質の健全化

　当社は組織の活性化を促進し、収益構造の変革により黒字化を図り、財務の安定化

並びに収益の継続黒字計上を目指しております。

（b）事業基盤の強化

　会計業務・基幹業務・人事関連業務に関するコンサルティング事業において臨機応

変に事業基盤の拡大を進め、新しく取り組んでいるワークスタイルの変革に関するコ

ンサルティング事業についても事業基盤の確立を目指し、旧来のビジネスモデルから

の脱皮を図り、新たなる収益の柱の構築と確立を進めております。

　当社が提供するサービスにおいて収益を安定的に得るためには、他社との差別化を

図り、高い専門性を持つ質の高いコンサルティングを提供することが不可欠であり、

人材の育成を強化してまいります。

　また、これまでの単独での事業の改革に加え、大きなシナジー効果が見込まれる同

業ＩＴ企業との業務提携、営業提携等々の施策を積極的に模索し、業績の急回復を図

っております。
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(5) 主要な事業内容（平成28年12月31日現在）

事  業  区  分 主 要 製 品

コ ン サ ル テ ィ ン グ 事 業

システムコンサルティング、ビジネスコンサルティン
グ、ＣＩＯ／ＣＭＯ支援、Ｗｅｂマーケティング支
援、株式公開支援業務、Ｍ＆Ａ・企業再生コンサルテ
ィング

(6) 主要な営業所（平成28年12月31日現在）

本社 東京都千代田区神田錦町三丁目17番地11

(7) 使用人の状況（平成28年12月31日現在）

使 用 人 数 前 事 業 年 度 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

50（1）名 △7（－）名 40.8歳 5.7年

(注)１．使用人数は、就業員数であり、パート及び嘱託社員は（　）内に年間の平均人員を

外数で記載しております。

　　２．使用人数が前事業年度末に比し、７名減少いたしましたのは自然減によるものです。

(8) 主要な借入先の状況（平成28年12月31日現在）

借 入 先 借 入 金 残 高

株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 53,100 千円

株式会社ティーオーコーポレーション 28,000 千円

(9) その他会社の現況に関する重要な事項

　　該当事項はありません。
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２．株式の状況（平成28年12月31日現在）

(1)　発行可能株式総数 30,000,000株

(2)　発行済株式の総数 15,000,732株

(3)　株主数 3,188名

(4)　大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 式 会 社 Ｓ Ｂ Ｔ キ ャ ピ タ ル  2,250千株 14.99%

大 島 剛 生  746千株 4.97%

大 島 幸 子  745千株 4.96%

株式会社ティーオーコーポレーション  741千株 4.94%

株 式 会 社 ゼ ッ ト  454千株 3.02%

楽 天 証 券 株 式 会 社  408千株 2.72%

水 野 克 己  282千株 1.88%

株 式 会 社 Ｓ Ｂ Ｉ 証 券  211千株 1.41%

株 式 会 社 ｉ ． ｍ ｃ ｏ  170千株 1.13%

板 倉 　 潔  154千株 1.02%

　(注)持株比率は自己株式（236株）を控除して計算しております。

３．新株予約権等の状況（平成28年12月31日現在）

(1)　当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の

状況

　該当事項はありません。

(2)　当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約

権の状況

　該当事項はありません。

(3)　その他新株予約権等に関する重要事項

　該当事項はありません。
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４．会社役員の状況
(1)　取締役の状況（平成28年12月31日現在）

会社における地位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役 野 澤 　 裕 ㈱ｲﾝﾋﾞｯﾄ 代表取締役CEO

取締役 中 北 雅 博 －

取締役 大 島 貴 之 ｱﾌｧｰﾑﾄﾞ・ﾈｯﾄﾜｰｸｽ ｼﾞｪﾈﾗﾙﾏﾈｰｼﾞｬｰ

取締役（監査等委員・常勤） 石 川 祐 一 －

取締役（監査等委員） 佐 藤 烈 臣 －

取締役（監査等委員） 長 岡 亮 介 明治大学 理工学部特任教授

（注）１．当事業年度中の取締役の異動は次のとおりであります。

① 平成28年３月30日開催の第52期定時株主総会終結の時をもって、取締役林芳隆氏

は任期満了により退任いたしました。

② 平成28年３月30日開催の第52期定時株主総会終結の時をもって、監査役庄籠一允

氏は任期満了により退任いたしました。

③ 平成28年３月30日開催の第52期定時株主総会において、新たに中北雅博氏は取締

役に選任され就任いたしました。

④ 平成28年３月30日開催の第52期定時株主総会において、新たに石川祐一氏は取締

役（監査等委員）に選任され就任いたしました。

⑤ 平成28年３月30日開催の第52期定時株主総会において、新たに佐藤烈臣氏は取締

役（監査等委員）に選任され就任いたしました。

⑥ 平成28年３月30日開催の第52期定時株主総会において、長岡亮介氏は取締役（監

査等委員）に選任され就任いたしました。

２．取締役（監査等委員）佐藤烈臣氏及び長岡亮介氏は社外取締役であります。

３．取締役（監査等委員）石川祐一氏は、平成21年に(株)ネコ・パブリッシング管理

担当執行役員、同22年に監査役を歴任され、財務・会計の経験を広く有しておりま

す。

４．情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、常勤の

監査等委員を置いております。

５．当社は、東京証券取引所に対して、取締役（監査等委員）佐藤烈臣氏及び長岡亮

介氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。

６．社外取締役である佐藤烈臣氏及び長岡亮介氏との間で会社法第423条第１項の損

害賠償責任について、法令で定める 低責任限度額に限定する契約を締結しており

ます。
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(2)　当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等

区　　分 員　　数 報酬等の額

取締役（監査等委員を除く）

（うち社外取締役）

5名

（1名）

33,048千円

（600）

取締役（監査等委員）

（うち社外取締役）

3名

（2名）

6,300

（2,700）

監　査　役

（うち社外監査役）

3名

（2名）

1,860

（660）

合　　　計

（うち社外役員）

11名

（5名）

41,208

（3,960）

 (注) １．上記には、当事業年度中に退任した取締役及び監査役を含めております。なお当社

は、平成28年３月30日に監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行してお

ります。

２．取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりませ

ん。

３．取締役の報酬限度額は、平成28年３月30日開催の第52期定時株主総会において、取

締役（監査等委員を除く）について年額200,000千円以内（ただし、使用人分給与は

含まない）、取締役（監査等委員）について年額50,000千円以内と決議いただいて

おります。

４．監査等委員会設置会社移行前の取締役の報酬限度額は、平成15年３月25日開催の第

39期定時株主総会において、年額200,000千円以内と決議いただいております。ま

た、監査役の報酬限度額は、平成15年３月25日開催の第39期定時株主総会において、

年額50,000千円以内と決議いただいております。
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(3)　社外役員に関する事項
① 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

　取締役（監査等委員）長岡亮介氏は、明治大学理工学部特任教授であります。当社

と兼職先との間には特別の関係はありません。

② 会社又は会社の特定関係事業者の業務執行者又は業務執行者でない役員との親族関

係

　 該当事項はありません。

③ 当事業年度における主な活動状況

出席状況及び発言状況

監査役
佐藤　烈臣

当事業年度開始以降、監査等委員会設置会社移行前の期間に
おいて開催された取締役会５回のうち５回、監査役会３回の
うち３回に出席いたしました。取締役会において、その豊富
な経営、財務会計、コンプライアンスに関するご経験から、
出席の都度、発言・意見の表明等が適宜行われております。
また、監査役会において、監査結果についての意見交換等、
専門的見地から適宜、必要な発言を行っております。

取締役
長岡　亮介

当事業年度開始以降、監査等委員会設置会社移行前の期間に
おいて開催された取締役会５回のうち５回に出席いたしま
した。取締役会において、その豊富な経営、財務会計、コン
プライアンスに関するご経験から、出席の都度、発言・意見
の表明等が適宜行われております。

取締役（監査等委員）
佐藤　烈臣

平成28年３月30日就任以降、当事業年度に開催された取締役
会13回のうち11回、監査等委員会10回のうち10回に出席いた
しました。取締役会において、その豊富な経営、財務会計、
コンプライアンスに関するご経験から、出席の都度、発言・
意見の表明等が適宜行われております。また、監査等委員会
において、監査結果についての意見交換等、専門的見地から
適宜、必要な発言を行っております。

取締役（監査等委員）
長岡　亮介

平成28年３月30日就任以降、当事業年度に開催された取締役
会13回のうち10回、監査等委員会10回のうち8回に出席いた
しました。取締役会において、その豊富な経営、財務会計、
コンプライアンスに関するご経験から、出席の都度、発言・
意見の表明等が適宜行われております。また、監査等委員会
において、監査結果についての意見交換等、専門的見地から
適宜、必要な発言を行っております。
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５．会計監査人の状況
(1)　会計監査人の名称

　フロンティア監査法人

(2)　報酬等の額

支払額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 14,000千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産
上の利益の合計額

14,000千円

　(注)１．当社と監査法人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法

に基づく監査の監査報酬等の額の区分をしておらず、実質的にも区分できないため、

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬

見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会

計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

(3)　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある等、その必要があると判断した

場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いた

します。

　また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当す

ると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この

場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後 初に招集される株主総会におきま

して、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

(4)　責任限定契約の内容の概要
　当社と会計監査人フロンティア監査法人は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同

法第423条第１項の損害賠償責任について、法令で定める 低責任限度額に限定する契約

を締結しております。
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６．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
(1) 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための
体制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容
の概要は以下のとおりであります。

① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保
するための体制

　・企業としての社会的信頼に応え、企業倫理・法令遵守の基本姿勢を明確にすべく、役

職員を対象とした行動指針として企業行動憲章を定め、周知徹底させる。

　・コンプライアンス担当役員を置き、内部統制を推進する組織を設置するとともに、リ

スク管理体制とコンプライアンス体制の構築及び運用を行う。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　取締役の意思決定または取締役会に対する報告に関しては、文書管理規程等の社内規程

に従い適切に保存及び管理を行う。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　・リスクマネジメント委員会を設置するとともに、コンプライアンス規程を定め、リス

ク管理体制の構築及び運用を行う。

　・各事業部門は、それぞれの部門に関するリスクの管理を行い、リスクマネジメント委

員会へ定期的にリスク管理の状況を報告し、連携を図る。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　・リスクマネジメント委員会を設置するとともに、コンプライアンス規程を定め、リス

ク管理体制の構築及び運用を行う。

　・取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、業務分掌規程及び職務権限

規程において、それぞれの責任者及びその責任、執行手続の詳細について定める。

⑤ 当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するため
の体制

　・当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するため、当社グループ

会社管理規定及びコンプライアンス・ポリシーを定め、コンプライアンス体制を構築す

る。

　・リスク管理を統括する部門は、リスクの評価及び管理の体制を適切に構築し、運用す

る。
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⑥ 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合
における当該使用人に関する事項及び取締役からの独立性に関する事
項

　監査等委員会の業務補助のため必要に応じて、スタッフを置くこととし、人事異動、人

事評価、懲戒に関しては、監査等委員会の事前の同意を得るものとする。

⑦ 取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制
　・取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼす事実が発生し、または発生する恐れ

があるとき、役職員による違法または不正な行為を発見したとき、その他監査等委員会

が報告すべきものと定めた事項が生じたときは、監査等委員会に報告する。また、前記

にかかわらず、監査等委員会はいつでも必要に応じて、取締役及び使用人に対して報告

を求めることができることとする。

　・内部通報制度を整備し、法令違反その他コンプライアンス上の問題について、監査等

委員会への報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保する。

⑧ その他の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するため
の体制

　・監査等委員会は取締役会の他、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握する

ため、事業部門会議その他の重要な会議等に出席し、必要に応じて取締役及び使用人に

その説明を求めることとする。また、代表取締役との定期的な意見交換会を開催し、意

思の疎通を図る。

　・当社は、幅広く現場の意見を聴取し、当該意見をいち早く経営に反映させるため、月

１回の経営会議（構成員は取締役、監査等委員会委員長、管理本部長）を開催する。

　・監査等委員は職務の執行について生じる費用の前払または償還の手続きその他の当該

職務の執行について生ずる費用または債務の処理の履行を保障される。

⑨ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び体制
　当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対して毅然とし

た姿勢で臨み、反社会的勢力及び団体による経営活動への関与や被害を防止するために、

企業行動憲章において、反社会的勢力及び団体からの不当、不法な要求には一切応じない

ことを基本方針に定めるとともに、組織的体制を整備し、警察当局等と連携した情報収集

や役員・従業員に対する啓発活動等により、関係の排除に取り組む。
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(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　当社は、従来、監査役会設置会社でしたが、平成28年３月30日開催の第
52期定時株主総会における定款変更の決議を受けて監査等委員会設置会
社に移行いたしました。

・取締役会

　取締役会は、会社の経営方針、経営戦略、事業計画、重要な財産の取得及び処分、重要

な組織及び人事に関する意思決定、並びに当社及び子会社の業務執行の監督を行っており

ます。なお、当社では、会社の戦略的かつ迅速な経営を実現し、競争力を維持・強化する

ために執行役員制を導入し、経営の意思決定・業務執行の監督（取締役会）と、業務執行

（執行役員）を分離し役割分担の明確化を図っております。取締役会の意思決定を要する

重要事項については、各種会議で事前審議を行っております。

・監査等委員会

　監査等委員会は取締役３名で構成され、常勤取締役（委員長）が１名及び他２名が独立

性の高い社外取締役であります。なお、毎月定例監査等委員会と必要に応じて臨時監査等

委員会を開催し、経営の適法性及び妥当性の監査を行うこととしております。委員長は、

経営会議、その他の重要会議に出席し、執行役員の職務遂行状況について法令遵守及び企

業倫理の観点からも充分な監査を継続的に行う体制となっております。また、会計監査人

との意見交換会を定期的に開催することとしております。当社は、経営全般にわたり法令

を遵守し、迅速かつ的確な意思決定と執行を図るとともに、透明性を確保するために、こ

のような体制を採用しております。なお、内部統制面については、事業活動における法令

遵守、業務の適正性及び効率性を確保するため、内部監査規程、コンプライアンス規程、

行動基準などの社内規程類等の整備、運用に取り組んでおります。また、内部監査を適正

かつ円滑に実施するために、内部監査担当を設置しており、一定の基準に従って、審査等

を行っております。内部監査担当は、実施した内部監査の結果状況を監査等委員に報告す

る体制としております。監査等委員は、会計監査人と定期的に情報交換を行い、また、連

携を図っていくとともに、内部監査担当に対して、必要な調査・報告を要請いたします。

・社外取締役

　当社の取締役（監査等委員）２名が社外取締役であります。

　社外取締役は、取締役会に出席し、社外経験を活かした客観的な見地及び独立した立場

から他の取締役の監視監督を行っております。また、内部統制部門による報告や各種情報

を取締役会を通じ入手するとともに、必要があれば直接に情報・意見の交換等を行い、監

視監督の質の向上を図っております。さらに、会計監査人から定期的に会計監査内容につ

いての報告を受け、意見交換を行うことで会計監査人との連携を図っております。

・内部監査の状況

　内部監査につきましては、代表取締役により管理本部に所属する従業員が指名され、内

部監査担当の業務として相互監査の方法により業務の監査を実行しております。内部監査

担当は監査等委員会とも協調した上で、年間監査計画に基づき関係諸法令や当社諸規程に

従い当社及び当社子会社の監査・指導を行っております。
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貸　借　対　照　表
（平成28年12月31日現在）

（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

売 掛 金

仕 掛 品

前 払 費 用

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

工 具 器 具 備 品

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

ソフトウエア仮勘定

投 資 そ の 他 の 資 産

関 係 会 社 株 式

出 資 金

長 期 貸 付 金

敷 金 及 び 保 証 金

貸 倒 引 当 金

336,222

234,057

4,276

78,349

11,153

6,373

2,486

△475

47,372

5,679

3,418

2,260

25,735

19,758

5,977

15,958

5,000

50

1,776

10,908

△1,776

流 動 負 債 119,992

買 掛 金 24,958

短 期 借 入 金 28,000

一 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金 22,800

未 払 金 7,942

未 払 費 用 13,797

未 払 法 人 税 等 4,374

前 受 金 6,549

預 り 金 11,569

固 定 負 債 49,622

長 期 借 入 金 30,300

退 職 給 付 引 当 金 19,322

負 債 合 計 169,614

純 資 産 の 部

株 主 資 本 213,981

資 本 金 1,037,433

資 本 剰 余 金 120,242

資 本 準 備 金 120,242

利 益 剰 余 金 △943,665

利 益 準 備 金 550

そ の 他 利 益 剰 余 金 △944,215

繰 越 利 益 剰 余 金 △944,215

自 己 株 式 △28

純 資 産 合 計 213,981

資 産 合 計 383,595 負 債 ・ 純 資 産 合 計 383,595
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損　益　計　算　書

（ 平成28年１月１日から
平成28年12月31日まで ）

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 712,947

売 上 原 価 593,704

売 上 総 利 益 119,242

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 176,353

営 業 損 失 57,111

営 業 外 収 益

受 取 利 息 23

還 付 加 算 金 7

そ の 他 0 31

営 業 外 費 用

支 払 利 息 3,207

支 払 保 証 料 215

そ の 他 8 3,431

経 常 損 失 60,511

特 別 利 益

新 株 予 約 権 戻 入 益 687 687

特 別 損 失

減 損 損 失 6,032

そ の 他 133 6,166

税 引 前 当 期 純 損 失 65,990

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 2,205 2,205

当 期 純 損 失 68,195
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株主資本等変動計算書

（ 平成28年１月１日から
平成28年12月31日まで ）

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資 本
準 備 金

資本剰余金
合 計

利 益
準 備 金

そ の 他
利益剰余金

利益剰余金
合 計

繰 越
利益剰余金

平成28年1月1日残高 1,037,433 120,242 120,242 550 △876,019 △875,469

事業年度中の変動額

当 期 純 損 失 （ △ ） △68,195 △68,195

株主資本以外の項目
の事業年度中の変動
額
( 純 額 )

事 業 年 度 中 の
変 動 額 合 計

－ － － － △68,195 △68,195

平成28年12月31日残高 1,037,433 120,242 120,242 550 △944,215 △943,665

株 主 資 本

新株予約権
純 資 産

合 計自 己 株 式
株 主 資 本

合 計

平成28年1月1日残高 △28 282,177 687 282,864

事業年度中の変動額

当 期 純 損 失 （ △ ） △68,195 △68,195

株主資本以外の項目

の事業年度中の変動

額

( 純 額 )

△687 △687

事 業 年 度 中 の

変 動 額 合 計
－ △68,195 △687 △68,883

平成28年12月31日残高 △28 213,981 － 213,981
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個別注記表

（重要な会計方針に係る事項）

１．資産の評価基準及び評価方法

（1）有価証券

子会社株式

　移動平均法による原価法を採用しております。

（2）たな卸資産

　　商品

　個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算

定）を採用しております。

　　仕掛品

　個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算

定）を採用しております。

２．固定資産の減価償却の方法

（1）有形固定資産

　定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属

設備を除く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物について

は、定額法によっております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

　建　物　　　　　　　６～15年

　工具器具備品　　　　２～15年

（2）無形固定資産

　定額法を採用しております。

　なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(５年以内)に基

づく定額法、販売用ソフトウエアについては、見込有効期間（３年以内）に基づく償却額

と見込販売数量に基づく償却額のいずれか大きい額により償却しております。

３．引当金の計上基準

（1）貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上

しております。

（2）賞与引当金

　当社は、従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上して

おります。

（3）退職給付引当金

　当社は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務を計上し

ております。なお、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

４．重要な収益及び費用の計上基準

 受注制作のソフトウエアに係る収益及び費用の計上基準

・当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる受注制作ソフトウエア

　工事進行基準（プロジェクトの進捗率の見積りは原価比例法）

・その他の受注制作ソフトウエア

　工事完成基準
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５．その他の計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1）消費税等の処理方法

　消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

(2）連結納税

  当社は、前第３四半期累計期間まで連結納税制度を適用しておりましたが、連結子法人の清

算結了により、連結納税制度の適用を取りやめております。

（会計方針の変更に関する注記）

平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用

　法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上

の取扱い」（実務対応報告第32号 平成28年６月17日）を当事業年度に適用し、平成28年４

月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に

変更しております。

　これによる損益に与える影響はありません。

（貸借対照表に関する注記）

１．有形固定資産の減価償却累計額 54,428千円

　　　上記減価償却累計額には、有形固定資産の減損損失累計額1,576千円が含まれております。

２．関係会社に対する金銭債権債務（区分掲記したものを除く）

売掛金 165千円

未払金 1,674千円

（損益計算書に関する注記）

　関係会社との取引高

営業取引による取引高

　売上高 10,746千円

　外注費 600千円

　支払手数料

営業取引以外の取引による取引高

　支払利息

6,000千円

644千円

（株主資本等変動計算書に関する注記）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の数に関する事項

株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 15,000,732株 －株 －株 15,000,732株

合　　計 15,000,732株 －株 －株 15,000,732株

自 己 株 式 236株 －株 －株 236株

合　　計 236株 －株 －株 236株

２．剰余金の配当に関する事項

該当事項はありません。
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３．当事業年度末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く）

の目的となる株式の種類及び数

該当事項はありません。

（税効果会計に関する注記）

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

未払事業税 635 千円

減価償却超過額 154 千円

貸倒引当金否認額 690 千円

退職給付引当金否認額 5,919 千円

前払費用償却否認 32,155 千円

減損損失否認 4,023 千円

繰越欠損金 492,454 千円

繰延税金資産小計 536,034 千円

評価性引当額 △536,034 千円

繰延税金資産合計 － 千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目

別の内訳

　税引前当期純損失となっているため、差異の内訳については記載しておりません。

（リースにより使用する固定資産に関する注記）

　該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に対する取組方針

当社は、資金計画に基づき必要な資金を金融機関等からの借入、新株予約権及び新株

の発行により調達し、一時的な余剰資金は安全性の高い金融資産で運用することを基本

としております。デリバティブ取引については行っておりません。

（2）金融商品の内容及びそのリスク
　営業債権である売掛金は顧客の信用リスクに晒されております。また、敷金及び保証

金は当社の賃貸契約における敷金であり、賃借先の信用リスクに晒されておりますが、

契約締結時に必要な確認を実施し、当該リスクの低減を図っております。貸付金は取引

先に対するものであり、貸付先の信用リスクに晒されております。

　営業債務である買掛金及び未払金は支払期日は３ヶ月以内であります。借入金は主

に営業活動に係る資金調達を目的としたものであり、固定金利のため金利変動のリスク

はありません。預り金は、そのほとんどが社会保険料等の一時的な預り金であります。

（3）金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

　当社は、与信管理規程等に従い担当部門が取引先状況を確認し、取引相手ごとに期日

及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化による回収懸念の早期把握とリスクの

低減を図っております。
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② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

　当社は借入金等について、総額に対する変動金利での調達割合を抑制する管理方針を

とっております。

③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

　当社は資金繰計画を作成・更新し、適正な手許流動性を確保しております。

（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額の他、市場価格がない場合には合理的に

算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因をおり込ん

でいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあり

ます。

２．金融商品の時価等に関する事項

　平成28年12月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと

おりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるもの（注２．参照）

及び重要性が乏しいものは次表には含めておりません。

(単位：千円)

貸借対照表
計上額

時価 差額

(1) 現金及び預金 234,057 234,057 －

（2) 受取手形 4,276 4,276 －

（3) 売掛金 78,349 78,349 －

(4) 未収消費税等 2,447 2,447 －

(5) 長期貸付金 1,776

    　貸倒引当金　(※1) △1,776

－ － －

資産計 319,131 319,131 －

(6) 買掛金 24,958 24,958 －

(7) 短期借入金 28,000 28,000 －

(8) 未払金 7,942 7,942 －

(9) 未払法人税等 4,374 4,374 －

(10) 預り金 11,569 11,569 －

(11) 長期借入金　(※2) 53,100 52,994 △105

負債計 129,944 129,839 △105

(※1)長期貸付金に個別に計上している引当金を控除しております。

(※2)一年内返済予定の長期借入金については長期借入金に含めて表示しております。

注１．金融商品の時価の算定方法に関する事項

資　産

　(1)現金及び預金 (2)受取手形 (3)売掛金 (4)未収消費税等

　これらは短期で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価

額によっております。
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　(5)長期貸付金

　個別の案件ごとに回収可能性、回収見込等に基づいて貸倒引当金を設定しているため、

時価は決算日における貸借対照表価額から現在の貸倒見積額を控除した額と一致してお

り、当該価額をもって時価としております。

負　債

　(6)買掛金 (7)短期借入金 (8)未払金 (9)未払法人税等 (10)預り金

　これらは短期で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価

額によっております。

　(11)長期借入金

　長期借入金の時価は、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利

率で割り引いて算定する方法によっております。

注２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

　　　　　　　　　　　（単位：千円）

区分 貸借対照表計上額

関係会社株式 5,000

出資金 50

敷金及び保証金 10,908

　これらについては、市場価額がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるた

め、時価等開示の対象としておりません。

３．金銭債権の決算日後の償還予定額

　　　（単位：千円）

1年以内
1年超
5年以内

5年超
10年以内

10年超

現金及び預金 234,057 － － －

受取手形 4,276 － － －

売掛金 78,349 － － －

未収消費税等 2,447 － － －

合計 319,131 － － －

（注）回収時期が合理的に見込めない長期貸付金1,776千円については、上表には含めてお

りません。
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（関連当事者との取引に関する注記）

１．親会社及び法人主要株主等

（単位：千円）

種類 会社等の名称
議決権等の
所有(被所
有 ) 割 合

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額 科　目 期末残高

その他
の関係
会社

㈱ﾃｨｰｵｰｺｰﾎﾟ
ﾚｰｼｮﾝ

被所有

直接4.94%
－

利息の支払

（注１）

業務支援

（注１）

644

9,000

－

－

－

－

（注１）資金の借入に係る金利については、市場金利を勘案して決定しております。なお､担保

は差し入れておりません。また、業務支援については、一般の取引条件と同様に決定し

ております。

（注２）取引金額には消費税等は含めておりません。

（注３）㈱ﾃｨｰｵｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝから平成28年４月12日付で大量保有報告書の変更報告書の提出があり、

当社の主要株主から外れ関連当事者でなくなりました。なお、取引金額については主要

株主に該当する期間における実績を記載しております。

２．子会社及び関連会社等

　（単位：千円）

種類 会社等の名称
議決権等の
所有(被所
有 ) 割 合

関連当事者
との関係

取引の内容 取引金額 科　目 期末残高

子会社 ㈱ｲﾝﾋﾞｯﾄ
所有
直接51.0%

役員の兼任

業務支援契
約

業務委託契
約

業務支援

（注１）

業務委託

（注１）

1,746

6,600

売掛金

未払金

165

1,674

（注１）業務支援及び業務委託については、一般の取引条件と同様に決定しております。

（注２）取引金額には消費税等は含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

（１株当たり情報に関する注記）

１．１株当たり純資産額 14円26銭

２．１株当たり当期純損失 4円55銭

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

　該当事項はありません。
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

平成29年２月22日

株式会社ジェクシード
取締役会　御中

フロンティア監査法人
指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 本 郷 大 輔 

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 小 澤 達 美 

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ジェクシードの平
成28年１月１日から平成28年12月31日までの第53期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対
照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監
査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬
による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経
営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及

びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般
に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に
計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手す
るための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計
算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算
書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。

監査意見
当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と

認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産
及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。

以　上
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監査等委員会の監査報告

監　査　報　告　書

　当監査等委員会は、平成28年１月１日から平成28年12月31日までの第53期事業年度におけ

る取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報

告いたします。

１．監査の方法及びその内容

　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役

会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について

取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応

じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。

①監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の

上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告

を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を

調査しました。

②会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証

するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて

説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保す

るための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基

準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必

要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及び附属明細書、計算書類（貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討

いたしました。
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２．監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示してい

るものと認めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事

実は認められません。

③内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当

該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行について

も、指摘すべき事項は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人フロンティア監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成29年３月１日

株式会社ジェクシード監査等委員会

常勤監査等委員 石 川 祐 一 

監 査 等 委 員
（社外取締役）

佐 藤 烈 臣 

監 査 等 委 員
（社外取締役）

長  岡  亮  介 

以　上

－ 26 －

監査役会の監査報告



株主総会参考書類

第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）３名選任の件
　取締役（監査等委員である取締役を除く）３名全員は、本総会終結の時をもって任期満了とな
ります。つきましては、取締役（監査等委員である取締役を除く）３名の選任をお願いするもの
であります。
　監査等委員会は、各候補者に関して、当事業年度における業務執行状況及び業績等評価した上
で、取締役候補者として適任であると判断しております。
　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補
者
番号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する
当 社
の株式数

1
の

野
ざわ

澤
 

　
ゆたか

裕
(昭和40年12月23日)

昭和63年４月　日本電信電話㈱入社（会社分割により

㈱NTTデータへ移籍）

平成３年４月　日本ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｲｸｲｯﾌﾟﾒﾝﾄ㈱ 入社

平成11年11月　㈱日本ﾙｰｾﾝﾄ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 入社

平成13年６月　同社　ｿﾌﾄｳｪｱﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ事業部長

平成16年８月　ﾎﾞｰﾀﾞﾌｫﾝ㈱（現ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ㈱）

ｼｽﾃﾑ戦略部長

平成19年５月　Valista International Limited　　

日本支社長

平成22年10月　日本ﾏｲｾﾛ㈱ 代表取締役社長

平成24年１月　ReachLocal Japan合同会社

高執行責任者

平成26年３月　当社　取締役副社長

平成26年12月　㈱ｲﾝﾋﾞｯﾄ　代表取締役CEO（現任）

平成27年３月　当社　代表取締役（現任）

－株

＜取締役候補者の選任理由＞

野澤裕氏は、これまで、国内大手企業での就業経験があるとともに、複数企業において経営

者としての豊富な経験を有しています。また、当社の事業再構築の中心的な立場として携わ

って参りました。代表取締役 社長執行役員として当社の経営を担っており、IT業界に精通し

た知見と豊富な経験、多岐にわたる人脈を有しており、引き続き取締役会の機能を強化する

ことを期待したためです。

－ 27 －

取締役（監査等委員である取締役を除く）選任議案



候補
者
番号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する
当 社
の株式数

2

※
にし

西
おか

岡
しげ

重
き

機
(昭和17年１月15日)

昭和40年４月　三井物産㈱入社

平成２年２月　三井物産ﾊﾟﾅﾏｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ㈱代表取締役

兼 同社ニカラグア支店長

平成８年６月　AOL Japan Inc. President & CEO

平成10年６月　大阪ﾒﾃﾞｨｱﾎﾟｰﾄ㈱（現 ㈱ｹｲ･ｵﾌﾟﾃｨｺﾑ)

取締役

平成15年12月　㈱ｳｪｻﾞｰﾆｭｰｽﾞ　役員待遇社長補佐

平成17年４月　㈱ﾗｲﾌﾊﾞﾗﾝｽﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ　顧問

平成26年２月　当社　相談役

平成26年３月　当社　取締役

1,000株

＜取締役候補者の選任理由＞

西岡重機氏は、経営者としての豊富な経験と、幅広い見識、グローバルな視点に立った事業

展開に関する意見を当社の経営に反映していただく事を期待したためです。

3
なか

中
きた

北
まさ

雅
ひろ

博
(昭和28年11月18日)

昭和53年４月　東亜燃料工業㈱（現 東燃ｾﾞﾈﾗﾙ石油

㈱）入社

平成11年３月　東燃･東燃化学人事部　東燃担当部長

平成12年７月　ｾﾞﾈﾗﾙ･ｴﾚｸﾄﾘｯｸ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｲﾝｸ入社　

日本GEｴﾝｼﾞﾝｻｰﾋﾞｽ㈱　人事総務部長

平成15年９月　ｼｰﾒﾝｽ旭ﾒﾃﾞｨﾃｯｸ㈱(現ｼｰﾒﾝｽ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ

㈱)入社

平成16年１月　同社　取締役統括人事部長

平成19年11月　BASFｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱　常務執行役員　　　

人事･ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ本部長

平成23年６月　市光工業㈱　人事部長

平成24年６月　㈱ﾌｼﾞﾐｲﾝｺｰﾎﾟﾚｰﾃｯﾄﾞ　人事部主席

平成28年３月　当社　取締役(現任）

－株

＜取締役候補者の選任理由＞

中北雅博氏は、人事を中心とした管理部門における豊富な経験と、幅広い見識、グローバル

な視点に立った事業展開に関する意見を当社の経営に反映していただく事を期待したためで

す。

（注）１．※は、新任の取締役候補者であります。
２．上記の各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

－ 28 －

取締役（監査等委員である取締役を除く）選任議案



第２号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
　法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員
である取締役１名の選任をお願いするものであります。なお、本議案の提出については、予め監
査等委員会の同意を得ております。
　補欠の監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する
当 社
の株式数

しょう

庄
ごもり

籠
ひと

一
みつ

允
(昭和14年７月19日)

昭和34年４月　熊本国税局 総務部総務課

昭和62年７月　中野税務署 副署長

平成８年７月　東京国税局 課税第一部次長

平成９年７月　東京国税局 調査第四部長

平成10年８月　税理士開業（現任）

平成16年６月　澁澤倉庫㈱ 社外監査役（現任）

平成27年３月　当社　社外監査役

平成28年３月　当社　相談役（現任）

－株

＜補欠の監査等委員である取締役候補者の選任理由＞

庄籠一允氏は、国税局入局以来、税務業務を中心に長年にわたる経験を有しており、財務、

会計についても相当程度の知見を有しており、豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映

していただく事を期待したためです。

（注）１．上記候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．庄籠一允氏は、補欠の監査等委員である取締役候補者であります。
３．監査等委員である取締役に就任した時点で、庄籠一允氏との間で、法令が定めた 低
　　責任限度額を限度とする責任限定契約を締結する予定であります。
４．庄籠一允氏は、社外役員となること以外の方法で直接企業の経営に関与された経験は
　　ございませんが、補欠の監査等委員である取締役候補者の選任理由に記載のとおり、
　　補欠の監査等委員である取締役としての職務を適切に遂行頂けるものと判断してお
　　ります。

以上

－ 29 －

補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
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株主総会会場ご案内図

会場　東京都千代田区一ツ橋二丁目６番２号
日本教育会館　７階　７０７号会議室
電話　０３－３２３０－２８３１

《交　通》
地下鉄　都営新宿線「神保町」駅　Ａ１出口　下車徒歩３分

都営三田線「神保町」駅　Ａ６出口　下車徒歩５分
東京メトロ半蔵門線「神保町」駅　Ａ１出口　下車徒歩３分
東京メトロ東西線「竹橋」駅　１ｂ北の丸公園側出口　下車徒歩５分
東京メトロ東西線「九段下」駅　６番出口　下車徒歩７分

ＪＲ線　総武線「水道橋」駅　西口出口　下車徒歩15分

なお、本会場には駐車場のご用意がございませんので、お車でのご来場はご遠
慮下さい。

地図


